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個人情報保護指針 Q & A 

 
1.実習に関連する記録物やレポートの取扱い 
 

Q.1. 病棟で、実習指導者から見ておくようにと渡された診療録類（印刷物）を大学に持ち帰

ってよいですか？ 

A.1 持ち帰ってはいけません。患者の個人情報を施設外に持ち出してはいけません。 

実習施設を出る前に、匿名化されていない患者情報を持ち出さないよう必ず確認をし

てください。 

 

Q.2. 共用のプリンターで実習に関する資料を印刷していたが、プリンターのトラブルがあり

実習開始に間に合わない状況になりました。プリントジョブを残したままにして実習場所

に移動してよいですか？ 

A.2 プリントジョブを残したまま移動してはいけません。プリントジョブを残すことで情報漏

洩につながる恐れがあります。 

 

Q.3 患者に渡す配布物に、患者氏名を学内で記載してよいですか？ 

A.3 実習施設以外に個人情報を持ち出すことになるので、学内では患者氏名を記載せず、

実習施設内で記載してください。 

 

Q.4 「個人に関する情報」について、暗号化や記号化により特定の個人を識別できなければ

「個人情報」に該当しませんか？ 

A.4 「個人に関する情報」であっても、暗号化や記号化により特定の個人を識別できなけれ

ば「個人情報」に該当しません。なお、暗号化や記号化された情報であっても、個人情報

との対応表や対応する資料（実習施設表名や指導者名などが記載された資料）を保有

している場合など、他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識

別できる場合は「個人情報」に該当します。 

 

Q.5. 大学から貸与されたUSBが破損した場合はどうしますか？ 

A.5 破損したことがわかり次第、科目担当責任者・学生担当教員に連絡し対応してくださ

い。 

・物理的に破損している等の場合は学生の自己負担によりパスワード機能付きUSBを

購入してもらうことがあります。 

・ウイルス感染等も含めてUSBの取り扱いには最善の注意を払ってください。 

 

Q.6 実習で作成した電子ファイル（Word ファイルなど）自体にパスワードを設定する必要は

ありますか？ 

A.6 作成するファイル、ファイルを格納するフォルダ、USB メモリ自体に必ずパスワードを設

定してください。 
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2.実習中の行動に関して 

 
Q.7 自宅で、実習で担当した患者について家族に話すことはよいですか？ 

A.7 話してはいけません。患者の個人情報の漏洩になります。 

 
Q.8 個人情報保護法の「個人情報」は生存する個人となっているので、亡くなった患者や利

用者について友人に話してよいですか？ 

A.8 「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」では亡

くなった方の情報においても個人情報と同等の安全管理を行うが求められています。し

たがって、友人に話してはいけません。 

 
Q.9 病院内で見舞い客と思われる人から患者の氏名を言われ病室の場所を尋ねられた場

合は、どのように答えたらよいですか？ 

A.9 「自分は学生であり個人情報保護の観点からもお教えすることはできないこと」「病院の

受付で聞いてほしい」等の説明をしてお答えしないほうがよいでしょう。患者自身が入

院している事実を人に知られたくない場合もあります。不安がある場合には、実習指導

者に報告・相談することが望ましいです。 

 

Q.10 実習記録を大学内のエントランス近くのフリースペースで行うのはよいですか？ 

A.10 公共の場で実習記録を行ってはいけません。 

 

 

３.個人情報の保護に関連して 

 
Q.11 実習施設や実習指導者に関することは患者の個人情報ではないので、ソーシャル・ネッ

トワーキング・サービスに投稿してよいでしょうか？ 

A.11 少しの油断から個人情報が漏洩する恐れがあります。読み手を不快にさせる内容はも

ちろんのこと、たとえ好意的な内容であっても、実習に関わることは一切、ソーシャル・ネ

ットワーキング・サービスに投稿してはいけません。また閲覧可能なグループメンバーを

決めていたとしても、一旦、インターネット上に掲載された情報は完全に削除できないこ

とを前提にし、軽率な行動は慎みましょう。 

 

 

 以上の内容をより詳細に、またその根拠を理解する上で事項から示す

個人情報保護に関する学部の指針について精読し理解していることが実

習に参加する前提となる。 
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Ⅰ 本指針の基本理念 

 

１ 指針作成の目的 

 

 本指針は、保健医療学部が医療人養成の教育研究機関としての責務を果たすため、学生が実習

等で知り得た個人情報の取扱いに関する基本的な考え方を示すものである。  

本指針の目的は以下のとおりとする。 

 

○実習等で知り得た個人情報に関する学生の責務を明らかにする。 

○実習等で知り得た個人情報の収集・保管・破棄に関するルールを定める。 

○不都合な事態（漏えい等）が発生した場合の措置を示す。 

 

 

２ 基本理念 

 

 日本国民は憲法第 13 条に定められたプライバシー権を有しており、保健医療におけるプライバ

シー保護もこの規定を根拠とする。また、個人情報の取扱いは職種ごとの基本法（保健師助産師

看護師法・理学療法士及び作業療法士法）や個人情報保護法をはじめとする諸法によって規定

されているほか、診療情報の扱いに関わる法令、通知、指針等の要件を満たすための適切な取扱

いが求められる1。 

 これらの要件に反した場合は刑法 134 条（秘密漏示罪）の適用対象ともなる。またプライバシー

保護は患者の権利に関する世界医師会リスボン宣言や看護者・理学療法士・作業療法士の倫理

綱領など、我われの倫理規律に示される基本的な責務である。 

 以上より、医療者は正当事由なく業務上知り得た個人の秘密、すなわち個人情報を漏らしてはな

らず、職業を辞した後も同様の義務を負う。また、業務上知り得た個人情報の収集・保管・破棄に

関して適正に取扱う責務を担っている。この責務は学生においても同様である。 

札幌医科大学では個人情報保護の重要性に鑑み、その取扱いに当たっては札幌医科大学情

報セキュリティポリシー等を策定し個人の権利を侵害するこのとのないよう努めている。保健医療

学部では前述の法令および学内規定を遵守し、この指針に則って個人情報の取扱いを適正に行

う。本学部は、個人情報の取扱いを以下 2点の基本原則に基づいて定めることとする。 

 

 ○実習等で知り得た個人情報を他に漏らしてはならない（守秘義務の遵守）。 

 ○実習中に知り得た個人情報は施設外に持ち出してはならない（個人情報保護の  

  遵守）。 

                                                   
1 1980年 OECD（世界経済機構）によりプライバシー保護のガイドラインが勧告され、プライバシー8原則が示され

た。この勧告に準拠して、我が国では 2003年に個人情報保護法が交付、2005年に施行されている。OECDプライバシ

ー8原則とは、①収集制限の原則、②データ内容の原則、③目的明確化の原則、④利用制限の原則、⑤安全保護の原

則、⑥公開の原則、⑦個人参加の原則、⑧責任の原則、であり、法令・通知・指針等はこの原則に則って作成されてい

る。 
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３ 学習上の必要による例外 

 

  個人が特定される可能性のある情報の施設外への持ち出しは原則として行わない。ただし、実

習記録の記載やレポート作成など学習上の必要によりやむを得ず情報を施設外に持ち出す場合

は、この指針に定めるルールに従う。 

 

４ 罰則の適用と公表 

 

札幌医科大学情報セキュリティポリシーおよび本指針に定めるルールに反した場合は、当該違

反の重大性と違反時の状況に応じ、札幌医科大学学則に基づく厳重な処分が下される。 

また個人情報漏えいが発生したと認定された場合、二次被害の防止や類似案件の発生回避の

観点から個人情報保護法第７条に関わる政府見解に鑑み、事実関係を公表しなければならない。 
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Ⅱ 本指針で使用する用語 

 

１ 学生 

 

 本指針において学生とは、看護学科・理学療法学科・作業療法学科に在籍する者を言う。 

 

２ 教員 

 

 本指針において教員とは、保健医療学部の教学に携る教授・准教授・講師・助教・助手を指す。教

員には実習等に関わる非常勤講師、非常勤実習教員も含まれる。 

 

３ 対象者 

 

 本指針において対象者とは、実習等において看護・理学療法・作業療法の実践対象となる個人を

指す。患者、利用者、クライアントと呼ばれることもある。対象者は個人情報の情報主体である。 

 

４ 実習記録 

 

 本指針において実習記録とは、臨地（床）実習中の学習内容を記録した文書等を指す。記録媒体

には紙媒体、電子媒体がある。実習記録は学科によって実習日誌やデイリー記録と表される。メモ

も実習記録に含まれる。 

 

５ 個人情報 

 

  本指針において個人情報とは、生存する個人に関する情報で、当該情報に含まれる氏名、生年

月日その他の記述等により特定の個人を識別できるもの（他の情報と容易に照合することができ、

それにより特定の個人を識別することができる可能性のあるものを含む）をいう。また、診療録等

の形態に整理されていない場合でも個人情報に該当する（厚生労働省『医療・介護関係者におけ

る個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン』より）。 

 本指針における個人情報の範囲は、受け持ち対象者とその家族等、および受け持ち以外の対象

者（例：同室患者等）とその家族等とする。 

 

６ 要配慮個人情報 

 

本指針において 「要配慮個人情報」は、不当な差別、偏見その他の不利益が生じないよう

に取扱いに配慮を要する情報として、法律・政令・規則に定められた情報とする。 

人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実等のほか、身体障

害、知的障害、精神障害等の障害があること、健康診断その他の検査の結果、保健指導、診

療・調剤情報などが該当する（改正個人情報保護法 2条 3項）。 



4 

 

7 診療情報 

 

 本指針において診療情報とは、診療の過程で、患者の身体状況・精神状況、病状、治療等につい

て、医療者が知り得た情報のことをいう。個人に関する診療情報は個人情報の扱いとなる。 

 

8 診療記録 

 

 対象者の個人情報や診療情報は診療記録に示されている。診療記録とは、診療録（カルテ）、手

術記録、麻酔記録、検査成績、助産記録、看護記録など、診療過程における対象者の病状や治

療・看護等に関する記録類一切のことである。診療記録には文字記録だけでなく画像等も含まれ

る。 

 

9 個人情報の匿名化 

 

 個人情報から氏名、年齢、生年月日、住所等、個人を識別する情報を取り除くことで、特定の個

人を識別できないようにすることを言う。 

 

10 個人情報の漏えい 

 

 本指針において個人情報の漏えいとは、学生が実習中に知り得た対象者の氏名、年齢、生年月

日、住所等、個人を識別しうる情報の匿名化が不徹底な状態で実習記録を紛失・散逸したり、盗

難されたりするなどにより外部に洩れることを言う。 
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Ⅲ 本指針の適用範囲  

 

１ 対象 

 

 保健医療学部の学生を対象とする。 

 

２ 扱う範囲 

 

  実習等における個人情報の収集・保管・破棄に関する責任を示すほか、不適切な情報の取扱い

（漏えい等）が生じた際の責任について記述する。 
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Ⅳ 個人情報の収集・保管・破棄に関する責任 

 

１ 対象者への説明責任 

 

１）インフォームドコンセント 

 臨地（床）実習への対象者の参加は同意に基づくものでなければならない。学生が対象者を受け

持つに当たっては、学習上の必要による診療記録の閲覧と情報入手、実習記録への記載とその

保管、記録の破棄等を含め、実習目的外の不使用と個人情報の保護を説明し、同意を得る。対象

者への説明は書面を用いて行い、署名による同意を得ることが望ましい。 

 

２）個人情報保護に対する誓約 

 実習等において学習上の必要によりやむを得ず個人情報を施設外に持ち出す場合は、この指針

を遵守し、実習記録類の紛失、目的外の使用、不適切な破棄等、個人情報保護に反する行為をし

ないこと、また、この誓約書に違反した場合の学則および法令による罰則について理解した上で

誓約する。個人情報保護に関する誓約は誓約書（資料１）によって行う。 

 個人情報保護に対する誓約書は実習前に保健医療学部長に提出する。誓約書は各学科で保管

し、当該学年の卒業後3年間は保管する。また、在学中に知り得た個人情報は卒業、休学、退学、

または除籍された後においても保護に努めなければならない。 

  尚、実習施設より個人情報保護に関する誓約書を求められた場合は、施設の書式に則って記載

し、提出する。 

 

２ 情報管理に関する責任  

 

１）診療記録の閲覧 

 診療記録の閲覧に当たっては、以下の事項を遵守する。 

○診療記録の閲覧は原則として受け持ち対象者に限り許可する。学習の必要上、受け持ち以外

の診療記録を閲覧する必要があるときは、実習指導者もしくは担当教員に申し出る。閲覧許可

を得た場合であっても、学習に必要な範囲で目的を明確にし、当該目的の達成に必要な限度

において閲覧する。 

○診療記録の閲覧は指定された場所のみで行い、閲覧後は速やかに元の場所に戻す。 

○診療記録を複写機でコピーしたり、カメラで撮影したりしない。 

○診療記録が電子化されている場合は、次のとおりとする。 

・ 学生用 ID とパスワードを取得し個人の責任において管理する。いかなる場合でも自分の

ID とパスワードを他者に教えたり他者の IDとパスワードを聞いたりしない。 

・ 必ず自分の ID とパスワードで電子カルテにログインする。他者の ID とパスワードは決して

使用しない。 

・ 学生用 ID とパスワードを取得していない場合は、実習指導者の許可を得てログインする。

その際、閲覧は参照のみとし、決して入力・編集作業は行わない。 

・ 閲覧中のシステムの支障や誤作動が生じた場合は、直ちに実習指導者またはスタッフに報
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告する。 

・ 閲覧終了後は直ちにログアウトする。その場を離れるときも同様である。 

・ 実習施設の医療者がログインしている場合は、その状態では閲覧しない。 

・ 電子カルテをプリントアウトしない。 

 

２）個人情報の匿名化 

 実習で取得する情報はすべて要配慮個人情報であることを理解し、学習上の必要によりやむを

得ず個人情報を施設外に持ち出す場合は、個人が特定されないように匿名化等の作業を徹底す

る。また、持ち出す情報は必要最小限とし、メモ等への記述は可能な限り抽象化する。 

 実習記録の取扱いに当たっては、以下の事項を遵守する。 

○氏 名：対象者の姓名に関わらず「Ａ氏」「Ｂ氏」「Ｃ氏」など意味の無いアルファベット、「×氏」「○

氏」など記号で示す。「Ｔ.Ｓ氏」など個人を特定しやすいイニシャルは用いない。 

○年 齢：原則として「60歳代前半」などとし、具体的な年齢や生年月日は記載しない。 

 ただし、年齢や月齢が学習上きわめて重要な意味をもつ場合は担当教員・実習指導

者に相談する。 

○日 付：20XX 年 X 月 X 日、20XX＋1 年 X＋2 月 X＋3 日などとし、具体的な年月日を記

載しない。 

○居住地：原則として記載しない。必要な場合は「石狩振興局内」などとし、具体的な市町村名は

記載しない。 

○職 業：「農業」「漁業」「会社員」「福祉関係」など抽象化して記載する。「看護師」「理学療法士」

「作業療法士」などの具体的な職名は記載しない。 

○家族歴：「妻（同居・通院中）」「子（１人・別居）」などとし、家族の年齢や居住地などは記載しない。 

○遺伝情報：原則として記載しない。 

○実習病院、病棟名、実習指導者名およびスタッフ名：実習記録、レポート（表紙・内容）、カンファ

レンス等資料、実習ファイル（表紙）等、いずれの場合もどこにも記載しない。なお、実

習施設名や実習指導者名などは，記号化する。 

 

３）紛失・散逸の防止 

 実習記録の紛失・散逸は個人情報の漏えいにつながるため、防止策を徹底する。 

 

（1）基本的な取扱い 

○実習記録の作成は、実習施設、大学、自宅および宿泊施設のみで行う。 

○実習記録は上記に指定された場所およびその間の移動中に盗難・紛失の無いよう管理を徹底

する。 

○不要となった実習記録やメモ用紙は必ずシュレッダーで裁断し、破棄する。電子媒体は内容を

消去する。 

○情報の必要性について判断できない場合は実習指導者もしくは担当教員の指導を受ける。 

○施設内や移動中の公共交通機関などで、個人情報に関する会話やデータのやりとりはしない。 

○実習終了後においても、実習記録は適切に保管・管理する。処分する場合は、紙媒体はシュレ

ッダーで裁断し、電子媒体はデータを確実に消去する．なお，OS内のゴミ箱（消去ファイルの一



8 

 

時保管フォルダ）にあるファイルも消去する． 

 

（2）紙媒体の場合 

○紙媒体を使用する場合は、次のとおりとする。 

・ 携帯用メモ帳はリングあるいは無線綴じタイプとし、なるべく大きなサイズを準備する。付箋

紙や小さなサイズ、切り取り可能なものは使用しない。 

・ 実習記録は穴あけ式のリングファイルに綴じる。挟み込み式のファイルは使用しない。 

・ 実習記録を持ち運ぶ場合はケースや袋に入れ、抱えて移動しない。 

・ 実習記録は書き損じた部分も含めて、実習施設、大学、自宅、宿泊施設およびその間の移

動以外には持ち歩かない。 

 

（3）電子媒体の場合 

○電子媒体を使用する場合は、次のとおりとする。 

・ 保存する電子媒体は大学から貸与されるセキュリティ対応タイプ USB メモリと、情報セン   

ターパソコン個人ディレクトリ（Zドライブ）の２種類とする。 

・ 作成するファイル、ファイルを格納するフォルダ、USBメモリ自体に必ずパスワードを設定す

る（複数のレベルで暗号化するのが望ましい；注を参照）。 

・ USB メモリは実習記録専用の１つのみとし、１本の USB メモリに複数の実習科目を保存し

ない、他の用途で使用しない。バックアップは上記 Zドライブを使用する。 

・ 実習記録が保存されている USB メモリは、実習施設、大学、自宅、宿泊施設およびその間

の移動以外には持ち歩かない。持ち歩く際には紛失に気付きやすい工夫（鈴や大きめのスト

ラップ）をしておく。また、衣服のポケットには入れない。 

・ 実習記録のファイルをメール添付で送受信しない。 

・ 定められた時期に貸与された USB メモリは保存ファイルを一度消去し、実習担当の教員に

返却し確認を受けた後に、再度貸与してもらう。 

○情報センターのパソコンを使用する場合は、次のとおりとする。 

・ 作成途中で中座しない。 

・ 席を離れる場合は必ずシャットダウンし、USB メモリをパソコンから外す。 

・ プリントジョブを残さない。 

・ ミスプリントはシュレッダーで裁断し破棄する。 

・ プリント時には紙の裏面を使用しない。 

○ 個人所有のパソコンを使用する場合は、次のとおりとする。 

・ 編集作業のためにファイルを保存する場合は、作業終了後速やかに消去する（ファイルをパ

ソコンに残さない）。 

・ ウイルス対策ソフトは頻繁に更新し、最新の状態を維持する。 

・ ファイル共有ソフト（Winny、Shareなど）はインストールしない。 

・ 要配慮個人情報が含まれているファイルを保存した状態で、公衆無線 LAN やスマートフォ

ンによるWi-Fiテザリング機能を利用しない。 

4）情報の破棄 

 実習において扱う情報は、患者や対象者が実習においてのみ使用することに同意したものであ
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り、実習後は破棄することが原則である。また、メモなどの関連情報についても学生が個人で保存

することはできない。そのため、定められた時期にすべての情報は破棄する必要がある。 

（1）実習中 

実習中に不要となったメモ用紙は必ずシュレッダーで裁断し、破棄する。電子媒体は内容を消

去する。また、レポートや報告書を作成する際にミスプリントした用紙も確実にシュレッダーで裁断

し破棄する。 

（2）実習後 

レポートや報告書など大学で保管している書類以外の不要となった実習記録やメモ用紙は必

ずシュレッダーで裁断し、破棄する。電子媒体は内容を消去する。実習終了後においても、実習記

録は実習担当教員の指示に従い各学科で定めた保管方法により管理される。処分する場合は、

紙媒体はシュレッダーで裁断し、電子媒体はデータを確実に消去する．なお，OS 内のゴミ箱（消

去ファイルの一時保管フォルダ）にあるファイルも消去する． 

 

○その他 

 SNS；social networking service（facebook、LINE、twitter、Google＋、mixi

等）、ブログ、ホームページ、掲示板、動画投稿サイト等に実習中に知り得た情報や個人の

特定につながるような情報は、写真、動画等も含めて投稿してはならない。 

 実習中の電子機器（iPad、携帯電話・スマートフォン、ノートパソコン等）による撮影・録画・

録音は、対象者の了解が得られ、実習指導者もしくは担当教員が必要と判断する場合を除

き、禁止する。 

 撮影・録画・録音の際は、記録内容から個人が特定されないように配慮する。 

 電子機器は原則として施設内で持ち歩かず、指定された場所で保管、使用する。 

 インターネット上に格納してデータを保管するクラウドストレージサービス（Dropbox, 

SugarSync, Google Drive など）を利用した記録ファイルの保存や受け渡し、スマート

フォン等とのファイル共有およびバックアップはしない。 

 学内実習で配布される模擬事例に関しても、公共の場所で閲覧やその内容について話を

することで一般の方に誤解を与える事案が発生している。そのため、資料には模擬事例で

あることを表紙に記載すること、また、模擬事例であっても公共の場で話題しない、かつ、

資料の閲覧と記録をしない。 

 

 注）暗号化ソフトウエアの例（フリーソフトウエア） 

 Explzh（エクスプローラエルゼットエッチ）：Windows 用の高機能圧縮解凍ソフト。圧縮

フォルダにパスワード設定が可能。 

 TrueCrypt（トゥルークリプト）：暗号化ソフトウエア。USB 等の可般媒体全体を暗号化可

能。 
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Ⅴ 不都合な事態発生時の責任 

 

  実習等における個人情報の取扱いについて不都合な事態（漏えいなど）が生じた場合は、以下

のとおり対応する。実習記録の紛失・散逸、盗難は漏えいとみなされる。 

不都合な事態が実習記録の漏えいに当たる場合は、事故発生の扱いとなる。なお、実習施設に

おいて情報管理等の規定があり、不都合な事態発生時の対応が本指針と異なる場合は厳格な方

に沿って対応する。 

 

１ 緊急時の連絡体制 

 実習中に、実習記録（紙媒体・電子媒体）の紛失・散逸、盗難等、不都合な事態が発生した時は、

事態発覚後速やかに学年担当教員もしくは実習担当教員に連絡し指示を受ける。実習終了後に

同じ事態が発生した場合も同様である。 

 

                            

 

当該学生 

学生担当教員 

実習科目責任者 

情報セキュリティ管理者 

（保健医療学部長） 

情報セキュリティ副

統括者（附属総合情

報センター長） 

情報セキュリティ統括者 

（学長） 

実習指導者 

保健医療学部 

教務 

当該学科長 

■緊急連絡経路 

札幌医科大学 011-611-2111（代表）

jyouhou  

 

 総合情報センター（内線 22390）  

  学務課（内線 21920） 
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２ 説明責任 

 不都合な事態により実習記録の漏えいが発生した場合、学生は事態発生の経緯と事故後の対

応を事故報告書により報告する責任がある。当該学生は教員の指示・指導に従って、事故報告書

（資料 2）を作成する。 
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資料１ 

 

 

誓 約 書 

 

札幌医科大学保健医療学部 

学部長  〇〇 〇〇 様 

 

１． 私は、実習中に知り得た個人情報を第三者に洩らすこと、実習に関わる記録物の

紛失・散逸や目的外の使用、不適切な破棄等、個人情報保護に反する行為をし

ないことを誓約いたします。 

２． 私は、実習が終了した後も、私が管理若しくは所持している対象の記録及び記録

媒体の一切を漏洩しないことを約束いたします。卒業などにより大学を離れるこ

とになった場合には、全ての対象の秘密情報を学校に返還し、私の手元に置か

ないこと、また在学中に知り得た情報を漏洩しないことを誓約います。 

３.  私はこの誓約書に違反した場合、学則第 40条に準じ責任に応じなければならな

いことを理解しています。状況によっては、民事上もしくは刑事上の法的な責任

が生じることもあり、場合によっては、損害賠償されることもあり得ることを十分

理解し、本誓約を遵守します。 

 

 

令和   年   月   日 

札幌医科大学保健医療学部 

学 科 名                                     

学籍番号                                 

学生氏名（自署）                           
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資料２ 

事故発生報告書 

令和  年  月  日 

 

報  告  者 

所属学科・学年  

学籍番号・氏名  

 

事 故 内 容 

 

 

 

対 象 施 設 

 

 

 

対 象 者 概 要 

 

 

 

発 生 場 所 

 

（特定不能な場合は推定場所を記載） 

発 生 状 況 

（事実経過） 

（発生に至った過程を時系列に状況の詳細を記載） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発生後の対応   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ＊報告書には上記の内容を含むこと 



14 

 

※ 参考資料・文献等 

 

看護者の倫理綱領（日本看護協会） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

理学療法士の職業倫理ガイドライン（日本理学療法士協会） 

 

 

 

 

 

日本作業療法士協会倫理綱領 

 

 

 

作業療法士の職業倫理ガイドライン（日本作業療法士協会） 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

5. 看護者は、守秘義務を遵守し、個人情報の保護に努めるとともに、これを他者と共有する場合は適切な判

断のもとに行う。看護者は、個別性のある適切な看護を実践するために、対象となる人々の身体面、精神面、

社会面にわたる個人的な情報を得る機会が多い。看護者は、個人的な情報を得る際には、その情報の利用目

的について説明し、職務上知り得た情報について守秘義務を遵守する。診療録や看護記録など、個人情報の

取り扱いには細心の注意を払い、情報の漏出を防止するための対策を講じる。 

 質の高い医療や看護を提供するために保健医療福祉関係者間において情報を共有する場合は、適切な判断

に基づいて行う。また、予め、対象となる人々に通常共有する情報の内容と必要性等を説明し、同意を得る

よう努める。家族等との情報共有に際しても、本人の承諾を得るよう最大限の努力を払う。 

2. 個人情報保護 

1）高度情報社会にあって、守秘義務と合わせてプライバシー保護の観点から個人情報および個人に関する情

報が公になることを防がねばならない。 

2）患者や対象者に関する、氏名や生年月日および住所などの個人情報は、漏洩の無いように保護しなければ

ならない。 

3）患者や対象者の病状・患者評価・治療プログラム・治療の効果と治癒状況などに関する情報など、患者や

対象者の個人に関する情報は、漏洩の内容に保護しなければならない。 

 

4. 作業療法士は、職務上知り得た個人の秘密を守る 

 作業療法では対象者本人やその家族等と連携しながら対象者の評価を行い、結果に基づいて治療・援助・支

援計画を立案し実施する。作業療法士は、その過程において対象者の背景因子を十分に考慮する必要があり、

結果的に対象者の健康状態、性別、年齢、体力、ライフスタイル、習慣、成育歴、教育歴、職歴、家族歴、経

験、行動様式、性格のほか、対象者を取り巻く人的環境、物理的環境、社会資源等のさまざまな個人情報を得

る機会が多い。 

 職務上知り得た対象者個人の秘密を守ることは、「理学療法士及び作業療法士法」で課された義務であり、

作業療法士-対象者間の信頼関係を保つうえで基本的に重要である。 

 対象者の個人情報は、正当な理由がないかぎり他人に漏らしてはならない。これは本会を退会および作業

療法士を辞めた後も同様である。もし、正当な理由なしに外部に漏らした場合は倫理上非難されることはも

ちろん、法により罰則が課せられる。 
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医療専門職を目指す学生に求められる生命倫理・医療倫理・情報リテラシーについて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○山本双一：教育現場における個人情報管理，理学療法学 34（4），210-214，2007. 

○両角昌実：理学療法現場における個人情報管理，理学療法学 34（4）， 206-209，2007. 

○日本看護協会：看護記録および診療情報の取り扱いに関する指針，2005. 

○良村貞子：看護学生による患者情報取扱いの法的問題と教員に求められる対応，看護展望29（4），424-430， 

2004. 

○厚生労働省：医療情報システムの安全管理に関するガイドライン（第 4.2版），2013. 

○厚生労働省：医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン，2010. 

○札幌医科大学病院事務部医事センター：医療情報統合システムへのアクセス方法及び個人情報保護法につい

て（札幌医科大学附属病院医療情報運用管理規程，個人情報保護法に関するＱ＆Ａ）． 

○札幌医科大学情報セキュリティ基本方針 

○札幌医科大学情報セキュリティ対策基準 

○総務省：スマートフォン・クラウドセキュリティ研究会 最終報告，2012 

○日本解剖学会・日本病理学会・日本法医学会：「人体および人体標本を用いた医学・歯学の教育と研究におけ

る倫理的問題に関する提言」（2013） 

  

平成 25年 8月 28日 

保健医療学部教務委員長 

1. 学生は、常に人間および生命の尊厳を尊重し、ご遺体および人体標本（ご遺体の一部である標本さらに手

術による摘出標本を含む）と接する際には、常に敬意・礼意を払うこと。 

2. 学生は、学習の場において、ご遺体および人体標本の撮影・録画・録音することはもちろんのこと、イン

ターネットへの掲載は絶対に行わないこと。 

3. 学生は、人命に限らず全ての生命体への畏敬の念を持ち、ヒト以外の動物や動物標本を用いる場合にお

いても撮影を行ってはいけない。また、実物だけでなくスライドで供覧される標本写真等についても撮

影ならびにインターネット掲載は絶対に行わないこと。 

4. 学生は、臨床実習において接する患者様に対して常に感謝の気持ちを持って接し、撮影ならびにイン        

ターネットの掲載は絶対に行わないこと。 

5. 学生は、個人情報の取り扱いには充分に留意し、守秘義務を厳守すること。学習上知り得た患者情報の漏

洩、盗聴、無許可閲覧等は絶対に行わないこと。 

6. 学生は、学習の場のみならずインターネットを利用する場合においても、保健医療を学ぶ学生としての

責任感と自覚を持ち、常識や人としてのマナー、社会規範を遵守すること。 

7. 上記事項に違反する行為があった場合は、厳しい処分をもって臨むこととする。                                  
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札幌医科大学保健医療学部教務委員会 

 

作業療法学科   仙石 泰仁・中村 充雄 

看護学科      堀口 雅美・澄川 真珠子 

理学療法学科   佐々木 健史・菅原 和広 

 

 （令和２年 ２月１２日 教授会決定） 

 


